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令和７年12月30日 

押延区自治会会長 宮本 俊寛 

 

令和７年度第22回目回覧資料 

 

1.鳥インフルエンザ発生に伴う鶏の焼却処理について（別添資料参照）） 

 焼却場所：株式会社東海クリーン、東海村村松3135-391（平原南部工業団地） 

  焼却期間：令和８年１月13日（火）～１月31日（土） 

 

2.キラキラサロン（別添資料参照） 

 日時：1/26（月）10:00～11:00 

 場所：舟石川中丸集会所 

  対象者：4ヶ月から２歳のお子さんと保護者 

 参加費：100円 

 

3.晴れカフェ（別添資料参照） 

 日時：1/26（木）、2/26（木）、3/26（木）、13:00～15:00 

 場所：中丸コミセン和室 

 参加費：100円 

 

4.共同募金の支払いについて 

 12/2に支払いました。 

 赤い羽根（700円）：\127,400、歳末助け合い（300円）：\54,900 

 領収証は、班長 様に届けました。 

 皆様のご協力有難うございました。 

 

5.集会所への寄贈品について 

   日本再生可能エネルギー株式会社（旧茨城交通ゴルフ練習場、親会社：ヴィーナ・エナジー・ジャ

パン株式会社）から近隣地区自治会集会所への寄贈品の申し出がありました。このため、11/22集会

所で会長、副会長の２名で相手側と会談しました。寄贈品は、①ポータブル太陽光発電パネルとポ

ータブル電源のセット、②AED、③エアコンから選択して下さいとのことでした。相談の結果、①ポ

ータブル太陽光発電パネルとポータブル電源のセットを選択しました。 

12/12寄贈品受理。寄贈品写真を写真１に示す。寄贈品概要を以下に示す。 

    ・ポータブル太陽光発電パネル（出力100W）１台 

    ・ポータブル電源（規格出力1500W）１台 

  ポータブル太陽光発電パネルは、壁面等に固定不可で、集会所外側に置くと盗難の恐れがあるの

で、会長宅に置いて太陽光で充電し保管することにしました。集会所停電等の場合、持参すること

にしました。ポータブル電源は、集会所和室床の間に置いてあります。充電しても放電するので、

時々充電の必要があります。スマホの充電等にご利用下さい。 
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